
令和８年度 施設等利用費の請求について 

施設へ利用料をお支払いいただき、以下の流れで益城町へ請求書類をご提出ください。 

●償還払いの手続きについて 

償還払いは、下記のとおり３カ月ごとに行います。 

月 分 請求書提出期限 振込予定日 

 ４月～ ６月分 令和８年７月２１日まで 令和８年８月１０日 

 ７月～ ９月分 令和８年１０月２０日まで 令和８年１１月１０日 

１０月～１２月分 令和９年１月２０日まで 令和９年２月１０日 

 １月～ ３月分 令和９年４月２０日まで 令和９年５月１０日 

①それぞれの提出期限までに、次の書類を益城町役場こども未来課へご提出ください。 

 提出期限に間に合わなかった場合には、次回の振込日に振込をいたします。 

  ・施設等利用費請求書（償還払い用）        

    ・領収書   

    ・提供証明書 

    ・振込口座の通帳のコピー（初回申請時または、振込指定口座変更時） 

 

 ②対象施設の利用料を上限の範囲内で指定された口座へ振り込みます。 

   事前の連絡はありませんので、通帳にてご確認ください。  

 

●無償化の上限について                     （R8.3.31現在） 

幼稚園の預かり保育 
３～５歳児クラス 月額 11,300円まで（450 円×利用日数） 

満３歳児 月額 16,300円まで（450 円×利用日数）※ 

認可外保育施設、 

病児保育、ﾌｧﾐｻﾎﾟなど 
（それぞれの利用料をまとめて） 

３～５歳児クラス 月額 37,000円まで 

０～２歳児クラス 月額 42,000円まで ※ 

 ※非課税世帯のみ 

問い合わせ先 

 益城町役場 こども未来課 保育係 ℡０９６－２８６－３１１７（直通） 

◂請求書の様式は、こちらから

ダウンロードまたは窓口にて

お求めください。 


